
令和元年度における独立行政法人評価に関する 

有識者会議の運営について 
 

厚生労働省においては、所管する中期目標管理法人（年金積立金管理運用独立行政法人

を除く。）の評価に際し、外部有識者の知見を活用することを目的として、「独立行政法人

評価に関する有識者会議」ワーキンググループ（４ＷＧ）を開催し、有識者からの意見聴

取を行うこととしており、令和元年度においては、以下の業績評価等について、意見を聴

取する。 
 

 

【平成３０年度業務実績評価（年度評価）】 
毎事業年度の終了後に実施される業務の実績の評価であり、全法人が対象。 

（独立行政法人通則法第３２条第１項第１号） 
 

〔国立病院ＷＧ〕 国立病院機構 

〔医療・福祉ＷＧ〕 医薬品医療機器総合機構、国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園、福祉医療機構 

〔労働ＷＧ〕 労働者健康安全機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、

勤労者退職金共済機構、労働政策研究・研修機構 

〔地域医療機能推進ＷＧ〕 地域医療機能推進機構 
 

 

【中期目標期間実績評価】 
中期目標期間終了時に実施される中期目標期間全体の業務の実績の評価であり、 

平成３０年度が中期目標期間の最終年度に該当する法人が対象。 
（独立行政法人通則法第３２条第１項第３号） 

〔国立病院ＷＧ〕     国立病院機構 

〔医療・福祉ＷＧ〕    医薬品医療機器総合機構 

〔労働ＷＧ〕       労働者健康安全機構 

〔地域医療機能推進ＷＧ〕 地域医療機能推進機構 
 

(※１) 各評価は、中期目標を定めた項目を評価単位として行う「項目別評定」と、項目別評定を基礎とし

法人全体を評価する「総合評定」によって行われる（参考資料２参照）。 

(※２) 年度評価及び中期目標期間評価（見込・期間実績）に係る評定の方法や評定区分の詳細については、

参考資料３「独立行政法人の評価に関する指針（抜粋 ※見直し後の評定基準据置）」Ⅱ７（１）及び

（２）参照。 
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独立行政法人評価に関する有識者会議 開催要綱 

 

１．趣旨 

独立行政法人の評価については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２８条の２の規定に基づき総務大臣が定める｢独立行政法人の評価に関する指針｣

（平成２６年９月２日総務大臣決定）において、評価の実効性を確保するために必要

に応じて外部有識者の知見を活用すること等が示されている。 

このことから、厚生労働省が所管する独立行政法人のうち中期目標管理法人の類型

に該当するもの（年金積立金管理運用独立行政法人を除く。以下「法人」という。）に

ついて、その業務の特性に応じた実効性のある評価を行うために有識者の知見を活用

することを目的とし、法人の評価等に関して客観的かつ専門的な立場から助言を得る

ため、厚生労働省政策統括官が外部有識者の参集を求めて「独立行政法人評価に関す

る有識者会議」（以下「会議」という。）を開催する。 

 

２．構成 

（１）会議はワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）により編成し、ＷＧ、担当法

人及び構成員は、別紙のとおりとする。ただし、これらは、必要に応じ、見直す

ものとする。 

（２）ＷＧに主査を置き、主査はＷＧの事務を統括する。 

（３）主査が不在のときは、主査の指名する構成員がその職務を代行する。 

（４）厚生労働省政策統括官は、必要に応じ、構成員以外の外部有識者の参集を求め

ることができる。 

 

３．意見聴取の対象 

会議においては、法人の以下に関する事項について意見聴取を行うことができる。

ただし、他の手法により行う場合を除く。 

一 毎事業年度の終了後に実施される業務の実績の評価（年度評価） 

二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度の終了後に実施される、中期

目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績の評価（見込評価） 

三 中期目標の期間の最後の事業年度の終了後に実施される、中期目標期間における

業務の実績の評価（期間実績評価） 

四 その他一から三までに掲げる事項に関し重要な事項 

 

４．会議の運営 

（１）会議は、原則として公開とする。ただし、主査は、公平かつ中立な議論等に著

しい支障を及ぼすおそれがある等特段の理由があると認められる場合は、非公開

とすることができる。 
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（２）構成員のうち、意見聴取の対象に係る法人の事務及び事業について利害関係を

有するものは、当該法人に係る評価等に関して参加することはできないものとす

る。 

（３）会議の庶務は、関係部局の協力を得て、厚生労働省政策統括官付政策評価官室

において行う。 

（４）この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は主査が定める。 

 



 
 

独立行政法人評価に関する有識者会議 構成員名簿 
 
 

令和元年７月１７日現在 

ＷＧ・担当法人名 構成員・現職 

国立病院ＷＧ 

  国立病院機構 

 

 

 

 

大西 昭郎※ 東京大学公共政策大学院客員教授 

 河村 小百合※株式会社日本総合研究所調査部主席研究員 

髙瀬 髙明   共同通信社編集委員 

富田 博樹  日本赤十字社副社長 

山口 育子※ 認定ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ理事長 

 

亀岡 保夫※ 公認会計士 

斎藤 聖美  ジェイ・ボンド東短証券株式会社代表取締役社長 

田極 春美  三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)主任研究員 

○松尾 清一  名古屋大学総長 

医療・福祉ＷＧ 

 医薬品医療機器総合機構 

福祉医療機構 

  国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

 

五十嵐 邦彦 公認会計士 

石渡 和実  東洋英和女学院大学人間科学部保育子ども学科教授 

河村 小百合※株式会社日本総合研究所調査部主席研究員 

橋田 充   京都大学高等研究院特定教授 

○真野 俊樹  中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）教授 

 

石井 伊都子 千葉大学医学部附属病院薬剤部教授・薬剤部長 

梅里 良正  公益社団法人地域医療振興協会シニアアドバイザー 

名里 晴美  社会福祉法人訪問の家理事長 

松原 由美  早稲田大学人間科学学術院人間科学部保健福祉科学科准教授 

 三田 優子  大阪府立大学地域保健学域准教授 

労働ＷＧ 

 労働者健康安全機構 

  勤労者退職金共済機構 

  高齢・障害・求職者雇用支援機構 

  労働政策研究・研修機構 

 

○今村 肇   東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授・学科長 

志藤 洋子  日本在宅ケアアライアンス事務局次長 

高田 一夫  一橋大学名誉教授 

戸田 淳仁  Sansan株式会社研究員 

三宅 淳巳    横浜国立大学先端科学高等研究院副高等研究院長・教授 

 

坂爪 洋美  法政大学キャリアデザイン学部教授 

関口 和代  東京経済大学経営学部教授 

土井 美和子  国立研究開発法人情報通信研究機構監事/奈良先端科学技術大学院大学理事 

中村 英夫  日本大学名誉教授 

宮崎 哲   公認会計士 

地域医療機能推進ＷＧ 

 地域医療機能推進機構 

 

 

 

大西 昭郎※ 東京大学公共政策大学院客員教授 

柿崎 明二  共同通信社論説委員 

河村 小百合※株式会社日本総合研究所調査部主席研究員 

○福井 次矢  聖路加国際大学学長・聖路加国際病院院長 

 

押淵 徹   公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会会長  

亀岡 保夫※ 公認会計士 

坂井 茂子  医療法人社団洛和会介護事業部長 

山口 育子※ 認定ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ理事長 

（五十音順、敬称略） 
○ ＷＧ主査。 
※ 大西構成員、亀岡構成員及び山口構成員は国立病院ＷＧ及び地域医療機能推進ＷＧ、河村構成員は国立病院ＷＧ、医療・福祉ＷＧ及び地域医療機能推進ＷＧを兼務。 
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令和元年６月１４日　現在

開催回数 開催日 開催場所 意見聴取事項

国立病院ＷＧ 第６回 7月25日(木) 13:00 ～ 15:30 2.5時間
（３時間）

中労委
講堂（７Ｆ）

【国立病院機構】
　・平成３０年度業務実績評価に係る意見
　・中期目標期間実績評価に係る意見

第１８回 8月2日(金) 13:00 ～ 14:30
1.5時間
（2.5時間）

中労委
講堂（７Ｆ）

【福祉医療機構】
　・平成３０年度業務実績評価に係る意見

第１９回 8月2日(金) 14:45 ～ 16:15
1.5時間
（2.5時間）

中労委
講堂（７Ｆ）

【国立重度知的障害者総合施設のぞみの園】
　・平成３０年度業務実績評価に係る意見

第２０回 8月7日(水) 13:00 ～ 15:30
2.5時間
（2.5時間）

中労委
第612会議室
（６Ｆ）

【医薬品医療機器総合機構】
　・平成３０年度業務実績評価に係る意見
　・中期目標期間実績評価に係る意見

第３０回 7月10日(水) 10:00 ～ 11:30
1.5時間
（3時間）

中労委
講堂（７Ｆ）

【高齢・障害・求職者雇用支援機構】
　・平成３０年度業務実績評価に係る意見

第３１回 7月12日(金) 10:00 ～ 11:30
1.5時間
（2.5時間）

中労委
第612会議室
（６Ｆ）

【勤労者退職金共済機構】
　・平成３０年度業務実績評価に係る意見

第３２回 7月30日(火) 14:00 ～ 15:30
1.5時間
（1.5時間）

中労委
講堂（７Ｆ）

【労働政策研究・研修機構】
　・平成３０年度業務実績評価に係る意見

第３３回 7月30日(火) 15:45 ～ 17:45
２時間
（2.5時間）

中労委
講堂（７Ｆ）

【労働者健康安全機構】
　・平成３０年度業務実績評価に係る意見
　・中期目標期間実績評価に係る意見

地域医療機能
推進ＷＧ

第６回 8月5日(月) 15:00 ～ 17:00
2時間
（2.5時間）

中労委
講堂（７Ｆ）

【地域医療機能推進機構】
　・平成３０年度業務実績評価に係る意見
　・中期目標期間実績評価に係る意見

（注）開催時間の下段（　）は、前年実績。

労働ＷＧ

独立行政法人評価に関する有識者会議　開催日程

ＷＧ
有識者会議

開催時間

医療・福祉ＷＧ

別添２



所管法人数：２０法人（共管３法人を含む） 【平成3１年4月１日現在】
H13.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 H32.4.1 H33.4.1 H34.4.1 H35.4.1

H15.10.1 H17.10.1
Ｈ36.3.31

【中期目標管理法人】

国立病院機構

医薬品医療機器総合機構

福祉医療機構

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

労働安全衛生総合研究所（注２）

労働者健康安全機構（注４）

勤労者退職金共済機構

高齢・障害・求職者雇用支援機構（注６）

労働政策研究・研修機構

水資源機構（注７）

農業者年金基金（注７）

年金積立金管理運用独立行政法人

地域医療機能推進機構（注８）

【国立研究開発法人】

国立健康・栄養研究所

医薬基盤・健康・栄養研究所（注10）

国立がん研究センター

国立循環器病研究センター

国立精神・神経医療研究センター

国立国際医療研究センター

国立成育医療研究センター

国立長寿医療研究センター

日本医療研究開発機構（注12）

注１） 網掛け部分は既に終了した中期目標期間である。

注２） 労働安全衛生総合研究所は、産業安全研究所と産業医学総合研究所を統合し、平成18年4月1日に設立。

注３） 産業安全研究所と産業医学総合研究所の中期目標期間である。

注４） 労働者健康安全機構は、労働者健康福祉機構と労働安全衛生総合研究所を統合し、平成28年4月1日に設立。

注５） 労働者健康福祉機構の中期目標期間であるが、平成28年4月1日以降は労働者健康安全機構の中期目標期間である。

注６） 平成23年10月1日に廃止された雇用・能力開発機構から職業能力開発等の業務の移管に伴い、平成23年10月1日より高齢・障害者雇用支援機構から高齢・障害・求職者雇用支援機構に名称を変更。

注７） 水資源機構は国土交通省、農林水産省、経済産業省との共管法人、農業者年金基金は農林水産省との共管法人。

注８） 地域医療機能推進機構は、年金・健康保険福祉施設整理機構を改組し、平成26年4月1日に設立。

注９） 年金・健康保険福祉施設整理機構の中期目標期間である。

注10） 医薬基盤・健康・栄養研究所は、医薬基盤研究所と国立健康・栄養研究所を統合し、平成27年4月1日に設立。一部業務について内閣府（消費者庁）との共管。

注11） 医薬基盤研究所の中期目標期間である。

注12） 日本医療研究開発機構は平成27年4月1日に設立。内閣府、文部科学省、経済産業省との共管法人。

厚生労働省所管独立行政法人の中期目標期間・中長期目標期間

法人分類・法人名

平成30年4月1日～平成35年3月31日

平成30年4月1日～平成35年3月31日

平成30年4月1日～平成35年3月31日

平成30年4月1日～平成35年3月31日

平成30年4月1日～平成35年3月31日

平成30年4月1日～平成35年3月31日

平成16年4月1日～平成21年3月31日 平成21年4月1日～平成26年3月31日 平成26年4月1日～平成31年3月31日

平成16年4月1日～平成21年3月31日 平成21年4月1日～平成26年3月31日 平成26年4月1日～平成31年3月31日

平成16年4月1日～平成21年3月31日（注５） 平成21年4月1日～平成26年3月31日（注５） 平成26年4月1日～平成31年3月31日（注５）

平成15年10月1日～平成20年3月31日 平成20年4月1日～平成25年3月31日 平成25年4月1日～平成30年3月31日

平成15年10月1日～平成20年3月31日 平成20年4月1日～平成25年3月31日 平成25年4月1日～平成30年3月31日

平成15年10月1日～平成20年3月31日 平成20年4月1日～平成25年3月31日 平成25年4月1日～平成30年3月31日

平成15年10月1日～平成20年3月31日 平成20年4月1日～平成25年3月31日 平成25年4月1日～平成30年3月31日

平成15年10月1日～平成20年3月31日 平成20年4月1日～平成25年3月31日 平成25年4月1日～平成30年3月31日

平成15年10月1日～平成20年3月31日 平成20年4月1日～平成25年3月31日 平成25年4月1日～平成30年3月31日

平成15年10月1日～平成19年3月31日 平成19年4月1日～平成24年3月31日 平成24年4月1日～平成29年3月31日

平成26年4月1日～平成31年3月31日

平成18年4月1日～平成22年3月31日 平成22年4月1日～平成27年3月31日 平成27年4月1日～平成32年3月31日

平成13年4月1日～平成18年3月31日（注３） 平成23年4月1日～平成28年3月31日平成18年4月1日～平成23年3月31日

平成13年4月1日～平成18年3月31日 平成23年4月1日～平成27年3月31日平成18年4月1日～平成23年3月31日

平成17年4月1日～平成22年3月31日（注11） 平成27年4月1日～平成34年3月31日

平成27年4月1日～平成32年3月31日

平成22年4月1日～平成27年3月31日（注11）

平成22年4月1日～平成27年3月31日 平成27年4月1日～平成33年3月31日

平成22年4月1日～平成27年3月31日 平成27年4月1日～平成33年3月31日

平成22年4月1日～平成27年3月31日 平成27年4月1日～平成33年3月31日

平成22年4月1日～平成27年3月31日 平成27年4月1日～平成33年3月31日

平成22年4月1日～平成27年3月31日 平成27年4月1日～平成33年3月31日

平成22年4月1日～平成27年3月31日 平成27年4月1日～平成33年3月31日

平成17年10月1日～平成26年3月31日（注９）

平成29年4月1日～平成34年3月31日

平成31年4月1日～平成36年3月31日

平成31年4月1日～平成36年3月31日

平成31年4月1日～平成36年3月31日

平成31年4月1日～平成36年3月31日

別添３



平成26年度までのスキーム

独立行政法人の評価に関するスキーム

○業務の特性に応じて法人を３分類（中期目標管理法人、行政執行法人、国立研究開発法人）

○ＰＤＣＡサイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築

・総務大臣は、目標・評価に関する指針を策定。

・主務大臣は、指針に基づき、目標を設定・指示し、毎年度、業績評価を実施（各府省の独立行政法人評

価委員会は平成２６年度末をもって廃止）。

・主務大臣は、研究開発に関する審議会において、国立研究開発法人の研究開発に係る事務及び事業

に関する目標・評価に関して、意見を聴取。

・総務省独立行政法人評価制度委員会は、主務大臣の目標案、中期目標期間の業績評価結果等を点検。

厚生労働省においては、１０
の中期目標管理法人と７つの
国立研究開発法人を所管。

〔省内の評価体制〕
評価＝法人所管部局
点検＝政策統括官

〔省内での対応〕
以下の会議をそれぞれ新設･
活用。

【中期目標管理法人】
・独立行政法人評価に関す
る有識者会議
・社会保障審議会資金運用
部会

【国立研究開発法人】
・国立研究開発法人審議会

独立行政法人通則法の一部を改正する法律（ポイント）【平成27年4月1日施行】

・政策に関する責任の一貫性や評価の的確性等を確保するため、法人所管部局が法人の評価を実施。

・評価の客観性を担保するため、政策評価担当部局において評価結果を点検。

・評価の実効性を確保するため、必要に応じて外部有識者の知見を活用。

独立行政法人の評価に関する指針（ポイント）【平成26年9月2日総務大臣決定】

評価のスキーム （平成27年4月1日～）

総務省政策評価・
独立行政法人評価
委員会

②評価の実施
（評価の決定）

④意見

①業務実績
報告

③評価結果

③評価の実施
（評価の決定）

②意見

①業務実績
報告

④評価結果

②法人の長等
ヒアリング

総務省独立行政法人
評価制度委員会⑤意見

独立行政法人 独立行政法人

【評価体制】
評価＝法人所管部局
点検＝政策評価担当部局

＜ 参 考 ＞

独立行政法人
評価委員会

研究開発に関する審議会②意見

外部有識者の
知見の活用

主務大臣 ※中期目標期間
見込評価のみ

別添４



勤労者退職金共済機構

【厚生労働省所管法人】 ※Ｈ３１．４．１現在

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

労働政策研究・研修機構

福祉医療機構

高齢・障害・求職者雇用支援機構

〔中期目標管理法人〕

労働者健康安全機構

医薬品医療機器総合機構

年金積立金管理運用独立行政法人

【外部有識者からの意見聴取】

地域医療機能推進機構

〔国立研究開発法人〕

医薬基盤・健康・栄養研究所

国立高度専門医療研究センター６法人

（がんＣ・循環器Ｃ・精神Ｃ・国際Ｃ・成育Ｃ・長寿Ｃ）

国立病院機構

厚生労働省所管独立行政法人の評価に係る外部有識者の知見の活用（意見聴取）

独立行政法人評価に
関する有識者会議

国立研究開発法人審議会

※厚生労働省所管法人については、行政執行法人（単年度管理型）は該当なし。

社会保障審議会
資金運用部会

別添５



中
期
目
標
期
間
評
価
等
を
点
検

７月

業
務
実
績
報
告
を
主
務
大
臣
に
提
出
（
～
6
月
末
）

独立行政法人の評価スケジュール

８月 ９月

評
価
の
実
施

評
価
結
果
を
公
表
・
通
知
（7
月
末
～
8
月
メ
ド
）

政
策
評
価
担
当
部
局
に
よ
る
点
検

次
期
中
期
目
標
の
作
成
等
に
反
映

〔法人〕 〔法人所管部局〕

【総務省】
〔独法評価制度委員会〕

・
外
部
有
識
者
か
ら
の
意
見
聴
取
（
有
識
者
会
議
）

・
法
人
の
長
等
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

〔法人所管部局〕 〔法人所管部局〕

〔法人所管部局〕

中期目標期間の
最終年度の場合

別添６

（流れの概要については別添７参照）



（
独
立
行
政
法
人
評
価
制
度
委
員
会
）

総
務
省

見
込
評
価
・
見
直
し
内
容

に
つ
い
て
点
検

厚
生
労
働
省

９月

中期目標期間見込評価～中期目標策定までの流れ(概要)

11月 １月

業
務･

組
織
全
般
の
見
直
し

に
つ
い
て
検
討

中期目標案
について諮問
（～２月）

中
期
目
標
期
間
見
込
評
価

の
実
施

８月

次
期
中
期
目
標
案
の

作
成

次
期
中
期
目
標
案

に
つ
い
て
審
議

見直し内容等
を通知

（～８月下旬）

次
期
中
期
目
標
期
間

の
開
始

次
期
中
期
目
標
の
策
定

別添７

意見

４月

意見

２月



○ 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成２６年法律第６６号)（抄）
（平成２７年４月１日施行）

（評価等の指針の策定）
第二十八条の二 総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並

びに第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大

臣に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

２ 総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究

開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

３ 主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目

標を定めるとともに、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価を行わなければな

らない。

（中期目標）
第二十九条 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）

を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

２ 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 中期目標の期間（前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。）

二 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

三 業務運営の効率化に関する事項

四 財務内容の改善に関する事項

五 その他業務運営に関する重要事項

３ 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

参 照 条 文 別添８

※委員会・・・独立行政法人評価制度委員会（総務省）



（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等）
第三十二条 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める

事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

三 中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績

２ 中期目標管理法人は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第

二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければ

ならない。

３ 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同

項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果

を考慮して行わなければならない。

４ 主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該中期目標管理法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければ

ならない。この場合において、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を

行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

５ 委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

６ 主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講

ずることを命ずることができる。

（中期目標の期間の終了時の検討）
第三十五条 主務大臣は、第三十二条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評

価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般

にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

２ 主務大臣は、前項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

３ 委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

４ 前項の場合において、委員会は、中期目標管理法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。

５ 委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

６ 委員会は、第四項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることが

できる。

参 照 条 文 別添８

※委員会・・・独立行政法人評価制度委員会（総務省）



○ 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成２６年法律第６６号)（抄）
（平成２７年４月１日施行）

（評価等の指針の策定）
第二十八条の二 総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並

びに第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大

臣に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

２ 総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究

開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

３ 主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目

標を定めるとともに、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価を行わなければな

らない。

（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等）
第三十二条 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定め

る事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

三 中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績

２ 中期目標管理法人は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、

第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなけ

ればならない。

３ 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、

同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その

結果を考慮して行わなければならない。

４ 主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該中期目標管理法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなけれ

ばならない。この場合において、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価

を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

５ 委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

６ 主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を

講ずることを命ずることができる。

参 照 条 文 等 別添８

※委員会・・・独立行政法人評価制度委員会（総務省）



○ 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成２６年法律第６６号)（抄）
（平成２７年４月１日施行）

（役員の職務及び権限）
第十九条 法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
２、３ （略）
４ 監事は、独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
５ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をす
ることができる。
６ 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
一 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
二 その他主務省令で定める書類
７ 監事は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人（独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定め
るものをいう。以下同じ。）に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
８ （略）
９ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。

（法人の長等への報告義務）
第十九条の二 監事は、役員（監事を除く。）が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若
しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣
に報告しなければならない。

○ 監事監査指針（平成２６年１２月１９日 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会）（抜粋）

Ⅶ.監査の報告
２．監査報告の作成・提出
（１） 監事は、監査の方法及び結果を正確かつ明瞭に記載した監査報告を作成し、法人の長及び主務大臣に提出するとともに、その内容に
ついて説明を行うものとする。

（２） 監査報告には、主務省令において記載しなければならないとされた事項のほか、別途監事が報告の必要性を認めた事項がある場合に
はその具体的な内容を記載するものとする。

３．監査報告の公表及び周知
監査報告は、原則としてこれを公表するものとする。公表は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他
の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

４．意見の提出及びその後の確認
監事は、監査の結果に基づき、是正又は改善が必要であると判断したときは、法人の長又は主務大臣に対してその旨の意見を提出すると
ともに、是正又は改善の状況について必要な確認を行うものとする。

参 照 条 文 等 別添８


